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【補正額】  

・歳入歳出とも   ２，２５４，６４５千円の増額 

※補正後予算額 ７２，１３４，９７８千円  

 

【主な補正内容】 

歳 出   

① 財政調整基金積立金の増額 

２，２８０，４５１千円（２５節 積立金／財政課） 

② 国県支出金当返還金の増額 

  ９７６，６９１千円 

（２３節 償還金、利子及び割引料／こども支援課、福祉総務課） 

③ 特定教育・保育施設支援施設型給付費の増額 

２３９，８２０千円（２０節 扶助費／保育課） 

④ 生活保護費の増額 

２３０，０００千円（２０節 扶助費／生活福祉課） 

⑤ 光熱水費の減額 

  ▲３４３，８０３千円（１１節 需用費／環境センター、教育総務課他） 

⑥ ふるさと寄附金運用代行業務委託料の減額 

▲２３６，６９１千円（１３節 委託料／財政課） 
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歳 入   

① 市税の増額 ※滞納繰越分を含む 

・ 個人市民税 １，１８１，５４０千円 （当初予算 16,678,357千円→17,859,897千円） 

・ 法人市民税 ２２４，４７４千円 （当初予算 1,181,544千円→1,406,018千円） 

・ 固定資産税 ２４，５２６千円 （当初予算 13,604,782千円→13,629,308千円） 

・ 軽自動車税 ３，８１２千円 （当初予算 187,464千円→191,276千円） 

・ 市たばこ税 ５７，７６１千円 （当初予算  764,401千円→822,162千円） 

・ 都市計画税 １２，５５８千円 （当初予算 3,322,891千円→ 3,335,449千円） 

    

② 国庫支出金の増額 

・ 物価高騰対応重点支援交付金の皆増（１，１３２，２７５千円／企画課） 

・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆増（７３０，５６８千円／企画課） 

・ 生活保護費負担金の増額（１７２，５００千円／生活福祉課） 

・ 子どものための教育・保育給付費負担金の増額（１３２，４１９千円／保育課） 

 

③ 寄附金の減額 

・ ふるさと寄附金収入の減額（一般寄附金分）（▲４８３，１００千円／財政課） 

 

④ 財政調整基金繰入金の減額（▲２，４８７，８３８千円／財政課） 

 

⑤ 前年度繰越金の増額（１，６２３，９５１千円／財政課） 

 

 

繰越明許費の補正   

別添「令和５年度 ２月補正 内容説明資料（Ｐ１～２）」のとおり 
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【補正額】  

・歳入歳出とも       ２９，５８０千円の増額 

※補正後予算額  ７２，１６４，５５８千円  

 

【主な補正内容】 

歳 出   

① 住民基本台帳システム及び戸籍附票システム改修委託事業の追加 

２０，６６７千円（１３節 委託料／市民課） 

② 障害福祉システム改修委託事業（報酬改定分）の追加 

  ２，０９０千円（１３節 委託料／障害福祉課） 

③ 障害者相談支援・基幹相談支援センター委託事業補償金（過年度分消費税相当額） 

の追加 

  ６，８２３千円（２２節 補償、補填及び賠償金／障害福祉課） 

 

 

歳 入   

① 国庫支出金の増額 

・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金の皆増（１５，１７１千円／市民課） 

・ 障害者総合支援事業費補助金の皆増（９４０千円／障害福祉課） 

 

② 財政調整基金繰入金の増額（１３，４６９千円／財政課） 

 

繰越明許費の補正   

別添「令和５年度 ２月補正 内容説明資料（Ｐ３）」のとおり 

 

 

 

令和５年度２月議会議案 一般会計補正予算（第９号） 
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 

 

歳出は、職員給与費の増額を行うもの。 

歳入は、前年度繰越金を追加し、一般会計繰入金の減額を行うもの。 

 

【補正額】 

・歳入歳出とも      ２３千円の増額 

 ※補正後予算額 ２０，５２３千円 

 

【主な補正内容】 

歳 出  

① 職員給与費の増                  ２３千円 

 

歳 入 

① 一般会計繰入金の減            ▲１，３４６千円 

② 前年度繰越金の増              １，３６９千円 

 

 

 

 

手持ち資料  手持ち資料  
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

歳出は、職員給与費の減額、保険給付費の想定見込件数の増加に伴う増額、基金積立金の

追加を行うもの。 

歳入は、国民健康保険料収入の減額、県負担金（保険給付費等交付金）の額確定等に伴う

減額、額確定等に伴う一般会計繰入金の増額、前年度繰越金の額確定に伴う増額、第三者行

為納付金の増額を行うもの。 

 

【補正額】 

・歳入歳出とも     １６７，０９８千円の増額 

 ※補正後予算額 １７，１７２，７７１千円 

 

【主な補正内容】 

歳 出 

① 職員給与費の減                  ▲３，０６３千円 

② 保険給付費（一般被保険者療養給付費）の増     ２０，０００千円 

③ 保険給付費（一般被保険者高額療養費）の増     ２０，０００千円 

④ 国民健康保険運営基金積立金の増         １３０，１６１千円 

 

歳 入   

① 一般被保険者国民健康保険料の減         ▲９９，１２３千円 

② 保険給付費等交付金の減             ▲１２，４８７千円 

③ 保険基盤安定繰入金の増              ４９，９６０千円 

④ 前年度繰越金の増                １９９，９８１千円 

⑤ 一般被保険者第三者行為納付金の増         ２９，３１５千円 

 

 

手持ち資料  
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号） 

 

歳出は、支払利子の減額を行うもの。 

歳入は、支払利子の減額にあわせ一般会計繰入金の減額を行うもの。 

 

【補正額】 

・歳入歳出とも    １，２４７千円の減額 

 ※補正後予算額 １８９，７５３千円 

 

【主な補正内容】 

歳 出  

① 支払利子の減    ▲１，２４７千円 

 

歳 入 

① 一般会計繰入金の減 ▲１，２４７千円 
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

歳出は、サービス利用の状況に合わせた介護サービス等給付費の減額や、介護給付等準備

基金積立金への基金積立金及び過年度分の精算に伴う国県等返還金の追加などを行うもの。 

歳入は、前年度繰越金を追加し、給付費及び事務費の補正にあわせ所要の予算の補正を行

うもの。 

 

【補正額】 

・歳入歳出とも      １８５，８５５千円の増額 

 ※補正後予算額  １９，１４１，９６７千円 

 

【主な補正内容】 

歳 出 

① 介護サービス等給付費の減           ▲２６８，２９０千円 

② 基金積立金（介護給付等準備基金積立金）の増   ２５７，７１２千円 

③ 過年度分精算に伴う国県支出金等返還金の増    １４１，１２６千円 

 

歳 入 

① 国県支出金の減                 ▲９３，４９８千円 

② 基金繰入金の減                 ▲８２，２２４千円 

③ 前年度繰越金の増                ４８３，９９２千円 
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

歳出は、職員給与費の減額、広域連合納付金の減額及び前年度の剰余金を一般会計に返還

するための繰出金の増額を行うもの。 

歳入は、被保険者数や被保険者の所得状況の変動等による保険料の減額、一般会計繰入金

の減額及び確定した前年度繰越金の増額を行うもの。 

 

【補正額】 

・歳入歳出とも      ７８，２７６千円の減額 

 ※補正後予算額  ６，１６４，９２４千円 

 

【主な補正内容】 

歳 出 

① 職員給与費の減                  ▲９，４５０千円 

② 広域連合納付金の減               ▲７５，７６９千円 

③ 前年度分精算に伴う一般会計繰出金の増        ６，９４３千円 

 

歳 入 

① 後期高齢者医療保険料の減            ▲４５，２０８千円 

② 一般会計繰入金の減               ▲８５，９８８千円 

③ 前年度繰越金の増                 ５２，９２０千円 
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 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

支出は、主に入札差金や事業費の確定に伴う減額を行うもの。 

収入は、主に国庫補助金の交付額確定に伴う減額を行うもの。 

 

【補正額】 

  ・収益的収入及び支出 

     収入 ５４８，２６１千円の減額 

※補正後予算額 ７，４４９，７８４千円 

     支出 ３１０，８３６千円の減額 

※補正後予算額 ７，０４５，６１８千円 

  ・資本的収入及び支出 

収入 ２９０，００１千円の増額 

※補正後予算額 ２，２８０，０５７千円 

支出 ４，２０３千円の減額 

※補正後予算額 ３，５６９，８０２千円 

 

【主な補正内容】 

収 入 

① 補助金の減                   ▲２７，３１５千円 

② 長期前受金戻入の減              ▲２３８，１４５千円 

 

支 出 

① 雨水管渠費の減                 ▲１４，４５０千円 

② ポンプ場費の減                 ▲３５，３８４千円 

③ 七里ガ浜浄化センター処理場費の減        ▲５８，９９２千円 

④ 山崎浄化センター処理場費の減         ▲１６９，４７２千円 

⑤ 職員給与費の減                 ▲２８，２２９千円 

 

 

手持ち資料  手持ち資料  



10 

 令 和 ５ 年 度 ２ 月 議 会 議 案  

 

令和５年度鎌倉市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

支出は、国庫補助金の追加内示により汚水改築工事費の増額を行うもの。 

収入は、国庫補助金の追加内示により増額する工事費の財源となる国庫補助金及び企業債

の増額を行うもの。 

債務負担行為は、国庫補助金の追加内示により山崎浄化センター耐震診断業務委託事業費

を新たに設定しようとするもの。 

 

【補正額】 

  ・資本的収入及び支出 

収入  ２３，７００千円の増額   

※補正後予算額 ２，３０３，７５７千円 

     支出  ２５，０００千円の増額 

※補正後予算額 ３，５９４，８０２千円 

 

【主な補正内容】 

収 入 

① 企業債の増                    １３，７００千円 

② 国庫補助金の増                  １０，０００千円 

 

支 出 

① 汚水管路改良費の増                ２５，０００千円 

 

債務負担行為の設定 

① 山崎浄化センター耐震診断業務委託事業費 

  債務負担行為設定額    １４６，０００千円 

  債務負担行為設定期間   令和５年度から令和６年度まで 

  年割額          令和５年度 ０千円 

               令和６年度 １４６，０００千円 

 

 


